
　

　

日本交通技術株式会社
東京都台東区上
野七丁目11番１
号

３（独占禁止法違反行
為）（２）ウの区発注を除
く関東地方以外のもの

令和７年12月19日から
令和８年２月18日まで
           　　　   ２か月

指名停止期間
（変更・解除期間）

（東京支店住所）
港区高輪三丁目19
番23号　高輪中央マ
ンション604号室

令和８年１月19日現在

指　　名　　停　　止　　一　　覧

有資格者名 本店所在地 理　　　　由 備　　　考

丸栄調査設計株式会社
東京支店

三重県松阪市大
口町102番地２

３（独占禁止法違反行
為）（２）ウの区発注を除
く関東地方以外のもの

令和７年12月19日から
令和８年２月18日まで
           　　　   ２か月

株式会社サキュレ
大田区仲池上一
丁目24番７号

８（不正又は不誠実な行
為）
（３）前各号に掲げる場
合のほか、区契約に関
し不正又は不誠実な行
為をし、契約の相手方と
して不適当であると認め
られる行為

令和７年11月17日から
令和８年２月16日まで
           　　　   ３か月


